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Ⅰ．プロジェクトの背景・目的・目指す姿

○ 震災や豪雨被害による人口減少の加速化、さらなる利用者減と担い手不足により、学生や高齢者等が必要とする
生活路線の縮小の懸念に直面しており、自治体単独では公共交通の確保が困難な状況

○ 復旧・復興の状況を見据えながら、中⾧期的に、市町や事業者など様々な関係者の垣根なく、地域の輸送資源を
最大限活用して、 『共同化・協業化』の観点から、持続可能な公共交通の確保を目指す

〔人口の推移（震災前後）〕

〔路線バス事業者の採用者数・退職者数の推移（４市５町）〕

〔被災を機に発生または加速した問題点〕

〔公共交通を利用している年齢層（４市５町）〕



Ⅱ．プロジェクトの内容

〔奥能登４市町共通のＡＩオンデマンド交通システムの導入〕

各市町の個別ニーズや広域的な移動など
様々な要望に対応できるシステムを構築・導入することで、
利用実態に見合った効率的で持続可能な公共交通の実現

〔広域運営体制づくりの検討〕

将来にわたり持続可能な公共交通を維持・確保するため、
広域運営体制を調査・検討

○ 石川県においては、県内では初めて県が主導する形で、能登地域公共交通協議会を設置し、地域公共交通計画
の策定を進めている（１次計画:能登・金沢間の交通、２次計画:能登地域内の交通）

○ パイロットプロジェクトについては、２次計画と連動させる形で、市町の行政単位に捉われず公共交通の持続可能性の
確保を図るため、奥能登４市町共通のＡＩオンデマンド交通システムの導入、広域運営体制づくりの検討を実施

２



Ⅲ．共通ＡＩオンデマンド交通システム（能登地域における人流）

○ 奥能登地域は市町内移動が多く、特に行政施設・大型商業施設・病院・中心商店街への移動需要がある
‣市町内移動率:輪島市８４％、珠洲市８５％、穴水町６４％、能登町８１％

○ 市町を跨ぐ移動も約２～3割見られ、今後も復興プロセスの中で人流の変化も想定されることから、広域的な公共交
通ネットワークの構築が必要

生活交通の要となる市町内の公共交通の確保を図った上で、市町を跨ぐ移動についても再構築を進める

①市街地における主要な目的地分析 ⇒ 行政施設・大型商業施設・病院・中心商店街などに多く移動

②市町を跨ぐ移動も相当程度確認

輪島市への移動
（穴水町・能登町からの移動が多い）

珠洲市への移動
（能登町からの移動が多い）

穴水町への移動
（輪島市・七尾市からの移動が多い）

能登町への移動
（輪島市・珠洲市からの移動が多い）

※人流データはR7年6月の1か月間の平日1日平均の流動を分析 3



【従来】
・定時定路線での運行
（例）１日２往復、週2日1往復など
・路線から遠い方は利用しにくい

【導入後】
・市街地の着発時間を固定し、予約に応じて配車
（例）１日２往復、週2日1往復など（予約制）
・停留所を増やすことができ、住民の利便性向上
・路線の集約化で車両の減など運行効率化が可能
・予約が無い場合運行しないことで、効率化が可能

Ⅲ ．共通ＡＩオンデマンド交通システム（運行形態）
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市街地におけるフルデマンド型導入の場合の運行要件

○ 市街地の運行エリアではフルデマンド型を導入
‣市街地内の停留所の増設による利便性の向上と利用者ニーズに応じた効率的な配車・運行が可能に

○ 郊外と市街地を結ぶ運行エリアでは市街地における着発時間を固定する運行を導入
‣郊外の主要地点における停留所の増設により郊外の利便性も確保しつつ、市街地内の主要施設に集中する
住民の移動ニーズも考慮したうえで、運行の効率化が可能

【従来】
・定時定路線での運行
（例）１日４便
・路線から遠い方は利用しにくい

【導入後】
・利用者の予約に応じて効率的に配車
（例）8～17時の間、予約に応じて運行
・停留所を増やすことができ、住民の利便性向上

郊外と市街地を結び、市街地における着発時間を固定する場合の運行要件



Ⅲ ．共通ＡＩオンマンド交通システム（共同化による効果）

○ 人口減少等により財政力に余裕があるとは言えない４市町において、共通のＡＩオンデマンド交通システムを導入
(共同化)することで、初期構築・維持費用におけるスケールメリットを生み出すことが目的

○ 共通システムでのオンデマンド交通の構築・運行を通して、地域交通の協業化の契機としても活用
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削減率項 目

▲50％運行管理システム
※エリア面積・仕様で変動

▲50％導入支援費
※エリア面積・仕様で変動

▲50%コールセンター

▲25％広報関連
※チラシ・ポスターデザイン印刷・HP作成

▲48％合計

〔初期構築〕 〔維持費用〕

削減率項 目

▲66％運行管理システム費
※台数/仕様で変動

▲80％サポート費
※台数/仕様で変動

▲27%コールセンター

▲55％合計

※１自治体ごとに個別のシステムと必要の台数（２台～６台）を紐づけて導入する場合と４自治体で一つのシステムとして全車両数（１３台）を紐づけた場合を比較

〔イメージ〕



Ⅲ ．共通ＡＩオンマンド交通システム（今後の取組）
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○ 奥能登４市町における既存の各交通モードからの新たな交通モードへの円滑な転換を図るため、目下、県もバック
アップしながら各市町において、地域の関係者との調整を進めている

○ 今後、被災地域かつ高齢化率が高い地域の特色を踏まえた丁寧な住民説明や、新たな交通モードの運営に参画
いただく地域の事業者の方々への研修などを行い、令和８年秋頃実証運行を開始予定

○ 奥能登公立４病院の統合など復興まちづくりの進展や観光復興に伴う広域的な移動ニーズも踏まえて、令和９年
度以降、市町跨ぎの実証運行を開始予定

周知準備

周知活動

実証運行

【市町】
●既存の交通モードを転換するに際しての関係者との調整

【市町・システムベンダー】
●説明会や研修会の企画・立案（実施場所の確保、時期、頻度等を検討）

【市町・システムベンダー】
●住民説明会の開催
●チラシ・ポスターを用いた広報活動

【システムベンダー】
●事業者向けの研修会の開催

【市町】
●令和８年秋頃から実証運行を開始（市町）

【県・市町・システムベンダー】
●令和９年度以降の市町を跨ぐ実証運行に向け、引き続き検討
●今後の観光需要や奥能登公立４病院の再編・統合などの広域的な移動ニーズへの対応を検討



Ⅳ ．広域運営体制づくりの検討
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○ 県・協議会、市町、事業者が役割分担している公共交通の運営業務について、連携・集約による企画調整機能や
スケールメリットの向上、運営面での効率化を目的として、広域的な運営体制づくりを検討

○ 現在、協議会(県)において広域での計画、企画、運行調整等を実施し、各市町約１～2名が、他業務と兼務しな
がら、主に行政関連、申請、路線計画、路線改廃の調整、契務、運行情報の提供、利用促進等の業務に対応

〇 これらの業務について、広域性、住民サービスに係る調整・説明責任との関係、業務の性質(定型・企画・専門)、
共通業務に係るノウハウの蓄積・効率化の効果などを基準として、業務の連携・集約について検討・調整



Ⅳ ．広域運営体制づくりの検討

○ 路線の改廃など住民サービスの調整に係る業務、複数市町にまたがる困難な企画調整は、協議会や自治体で
対応しつつ、まずは、定型的な業務や民間と連携して実施している企画的業務を機能統合するなど段階的に体
制づくりをしていくことを想定

○ 受け皿となる組織として、奥能登に既存組織のある「一部事務組合」や、「一般社団法人」等を候補として検討

○ 業務の効率化・省力化という観点では、集約した業務に習熟する専門職員の充当・育成がカギ。将来的には地域
の交通運営を担う人材となることが望ましい

専門的又は企画的業務

定型的業務

民間 行政

運行管理 運行（大型二種）

運行（普通二種）

利用促進

運行に係る情報提供

担い手確保

議会対応

予算対応路線の改廃に係る関係者調整

路線等の運輸局への届出

補助金申請業務の支援または実施

入札・契約（運行委託等）

複数市町に跨る企画調整業務

〔イメージ図〕

路線計画・ニーズ調査
市町協議会運営

運行（普通免許）
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Ⅳ ．広域運営体制づくりの検討（今後の取組）

○ 公共交通協議会・自治体による合意形成や調整機能によるパックアップを続けながら、各市町の定型的業務に
加えて、路線計画、利用促進、担い手確保などの業務の連携・集約に向けた検討を進めていく

○ 引き続き、協議会WGを活用して、市町や関係者との間で、現実の業務実態に即し、屋上屋を重ねることのないよ
う、連携・集約に係るメリット・省力化効果の精査、受け皿組織のあり方や人材の確保・育成等の課題への対応に
ついて、認識の共有及び調整を図る

○ 今後も、復旧・復興のプロセスを通して、まちづくりや人口動態など地域の状況が大きく変化することが想定され、
地域交通や運営のあり方も影響を受けざるを得ないことから、状況変化を見据えた体制づくりが重要

協議会（県）

広域での合意形成・企画調整

交通関連事業者市町

担い手の確保

利用促進

定型業務
＋路線の改廃の調整

市町協議会
議会・予算

運行業務
運行管理

路線計画

将来的な広域運営体制のイメージ

担い手の確保

市
町
間

企
画
・
調
整

委託等も含めた連携も想定

地域交通
マネジメント

方針検討
調整支援

方
針
検
討

調
整
支
援

etc.
etc.

利用促進

路線計画

既存組織の活用や
新たな組織の創設の検討
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ご清聴ありがとうございました


